
 

 

（Ｐ１／２） 音波（超音波を含む。）を利用した水中探知装置に関する技術 
 

外為令別表の１５の項（１）（省令第２７条第１項第二号） 

外為令別表の１５の項（３）（省令第２７条第２項第一号、第二号、第三号、第四号、第五号） 

 

 

 

 

 

 

質   問   事   項 回     答 備  考 

 

 

 

  は  い 

↓該当品目 

[       ] 

 

１ （外為令別表の１５の項（１）／省令第２７ 

条第１項関連） 

二 省令第１４条第六号に該当する音波（超音 

波を含む。）を利用した水中探知装置又はそ

の部分品（パラメータシート様式：１４－６

参照）の設計又は製造に必要な技術である

か？（プログラムを除く｡) 

 

 

 

 

 

 

 

 いいえ 

↓ 

  該当省令番号等 

 [     ] 
（レ又は×を記入） 

  設 計 

  製 造 

      

２ （外為令別表の１５の項（３）／省令第２７ 

条第２項関係） 

次のいずれかに該当するプログラム又はそ 

のプログラムの設計若しくは製造に必要な 

技術か？ 

 

一 えい航ハイドロホンアレーを用いて受 

信した音響データの実時間処理のため 

の音響ビーム成形を行うために設計し 

たものか？ 

二 えい航ハイドロホンアレーを用いて受 

信した音響データの実時間処理を行う 

ためのソースコードか？ 

三 海底用又は港湾用ケーブルシステムを 

用いて受信した音響データの実時間処 

理のための音響ビーム成形を行うため 

に設計したものか？ 

四 海底用又は港湾用ケーブルシステムを 

用いて受信した音響データの実時間処 

理を行うためのソースコードか？ 

 

 

 

 

 

 

 

  いいえ 

↓ 

 

 

  いいえ 

↓ 

 

  いいえ 

↓ 

 

 

 いいえ 

↓ 

 

 

 

 

 

 

  は  い 

↓ 

 

 

  は  い 

↓ 

 

  は  い 

↓ 

 

 

 は い 

↓ 
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（Ｐ２／２） 音波（超音波を含む。）を利用した水中探知装置に関する技術 
 

外為令別表の１５の項（１）（省令第２７条第１項第二号） 

外為令別表の１５の項（３）（省令第２７条第２項第一号、第二号、第三号、第四号、第五号） 

 

 

 

 

 

 

 

質   問   事   項 回     答 備  考 

 

五 次のイ及びロに該当するもの（ソースコ

ードを含む。） 

 

 イ 第九条第一号イ（六）に該当するも

のからの音響データを実時間で処理

するもの 

 

 

ロ 水中において活動する人の位置を自

動的に探知するようにデータを処理

するもの 

 

 

以上、イ及びロが“はい”である 

 

 

 

 

 

 

  いいえ 

↓ 

 

 

 

  いいえ 

↓ 

 

 

 

  いいえ 

 

 

 

 

  は  い 

↓ 

 

 

 

  は  い 

↓ 

 

 

 
  は い 

      

判 定 結 果  非該当  該 当  

該 当 項 番 

 

 

     ［（ ）内に該当番号を記入する］ 

① 外為令別表の１５の項（  ） 

   同別表同項     （  ） 

② 省令第２７条第（  ）項（  ）号 

   同条同項     第（  ）号 

 

注１． パラメータシートには、資料（カタログ、仕様書等）を添付し、判定の根拠を明示すること。 

注２． 回答欄右側の下線付の回答に一つもチェックされない場合は当該技術が標記に非該当であり、 

回答欄右側の下線付の回答に一つでもチェックされた場合は該当と判定される。 

検討の結果、以上のとおり相違ありません。 
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